
 
 

 

一 

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
十
二
条
第
一
項
中
「
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
」
を
削
り
、
同
条
第
八
項
を
同

条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
五
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
、
第
二

項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。 

２ 

各
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お
け
る
資
本
の
金
額
若
し
く
は
出
資
金
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
法
人
又
は
当
該
事
業
年
度
の 

 

売
上
高
が
五
十
億
円
以
上
で
あ
る
法
人
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
が
千
万
円
を
超
え 

 

る
も
の
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
に
百
分
の
四
十
の
割
合
を 

 

乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
百
万
円
と
当
該
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
か
ら
千
万
円
を
控
除
し
た
残
額
に 

 

百
分
の
百
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
」
と
す
る
。 

３ 

事
業
年
度
が
一
年
に
満
た
な
い
法
人
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
五
十
億
円
」
と
あ
る
の
は 

 

「
五
十
億
円
を
十
二
で
除
し
、
こ
れ
に
当
該
事
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」
と
、
「
千
万
円
」
と
あ
る
の
は 

 

「
千
万
円
を
十
二
で
除
し
、
こ
れ
に
当
該
事
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」
と
、
「
四
百
万
円
」
と
あ
る
の
は 



 

 
 

 

二 

 
「
四
百
万
円
を
十
二
で
除
し
、
こ
れ
に
当
該
事
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」
と
す
る
。 

４ 
解
散
の
時
に
お
け
る
資
本
の
金
額
又
は
出
資
金
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
法
人
で
あ
つ
て
、
清
算
中
に
お
け
る
使
途
秘
匿 

 

金
の
支
出
の
額
が
基
準
額
（
千
万
円
を
十
二
で
除
し
、
こ
れ
に
清
算
中
の
各
事
業
年
度
の
月
数
を
合
計
し
た
月
数
を
乗
じ
て 

 

計
算
し
た
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
も
の
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て 

 

は
、
同
項
中
「
当
該
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
に
百
分
の
四
十
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
基
準 

 

額
に
百
分
の
四
十
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
当
該
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
か
ら
基
準
額
を
控
除
し
た
残
額
に
百 

 

分
の
百
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
」
と
す
る
。 

５ 

保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
資
本
の
金
額
又
は
出
資
金
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
法
人
と
み
な
す
。 

６ 

第
三
項
及
び
第
四
項
の
月
数
は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
月
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
月
と
す

る
。 

第
六
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

税
務
署
長
は
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法
人
に
つ
い
て
、
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、 



 
 

 

三 

 
そ
の
法
人
の
名
称
、
当
該
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
そ
の
他
の
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

１ 

こ
の
法
律
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
二
条
の
規
定
は
、
法
人
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十

四
号
）
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施

行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
及
び
施
行
日
以
後
に
解
散
を
し
た
場
合
に
お
け

る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
及

び
施
行
日
前
に
解
散
を
し
た
場
合
に
お
け
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
租
税

特
別
措
置
法
第
六
十
二
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
平
成
六
年
四

月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
六
年
四
月
一
日
以
後
に
」
と
、
同
条
第
六
項
第

一
号
中
「
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八

年
法
律
第 

 
 

号
。
以
下
「
平
成
八
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
る
平
成
八
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
二
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
十



 

 
 

 

四 

二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
平

成
八
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
二
条
第
一
項
」
と
す
る
。



 
 

 

五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

資
本
の
金
額
又
は
出
資
金
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
法
人
等
が
一
定
額
を
超
え
る
使
途
秘
匿
金
の
支
出
を
し
た
場
合
に
お
い

て
当
該
一
定
額
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
特
別
税
率
を
設
け
る
と
と
も
に
、
使
途
秘
匿
金
の
支
出
が
あ
る
場
合
の
課
税
の
特
例
の

適
用
期
限
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


